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質問回答書

実施要領 P5　7参加表明書提出（一次審査）
（添付資料）に記載の納税証明書、印鑑証明
書、商業登記簿謄本については写しの提出で差
支えありませんでしょうか。

・写しのご提出でも構いません。

質  疑  事  項 回          答

実施要領 P2　4　参加資格
参加については、単体企業若しくは共同企業体
（JV）での参加は可能との認識でよろしいで
しょうか。JVでの参加が可能な場合、参加資格
定める要件については、JV全体として要件を充
足していればよろしいでしょうか。

・JVでの参加はできません。

実施要領 P3　5　業務実施上の条件　及び　様
式第2号
実施要領には「（2）管理技術者及び主任及び
担当技術者は、提出者の組織に所属しているこ
と。」との記載があり、様式第2号には「管理
技術者及び建築（意匠）主任技術者は、提出者
の組織に所属していること」の記載がございま
すが、管理技術者及び建築担当主任技術者が提
出者の組織に所属し、他分野（構造、設備、積
算）の主任技術者については協力事務所より配
置可能との理解でよろしいでしょうか。

・管理技術者及び建築（意匠）主任技術者のみ
提出者の組織に所属していることを条件とし、
他の主任技術者を協力設計事務所より配置する
ことは可とします。
・実施要領「５　業務実施上の条件」の（２）
を「管理技術者及び建築（意匠）主任技術者
は、提出者の組織に所属していること。」に訂
正します。

実施要領 P5　7参加表明書提出（一次審査）
（2）参加表明書の提出方法等
提出部数3部について綴じ方の指定はあります
でしょうか。

・綴り方の指定はございません。

様式第3号
設計事務所の業務実績に記載可能な実績につき
まして、行が足りなくなった場合は行を追加
し、該当する業務を全て記載させていただいて
差支えありませんでしょうか。

・差し支えありません。
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様式第5号、第7号
管理技術者の業務実績等（2）及び各主任技術
者の業務実績等（2）につきまして、余白の大
きさを任意で変更し枠のサイズを大きくしても
よろしいでしょうか。また、枠内に記載の注意
書き及び枠外に記載の（備考）1，2、3は削除
しても差支えありませんでしょうか。

・余白の大きさを任意で変更し,枠のサイズを
大きくしても差し支えありません。
・枠外記載の(備考)1、2、3は削除してもかま
いません。

JV（共同企業体）での参加は認められるでしょ
うか。認められる場合、管理技術者及び建築
（意匠）主任技術者は、JV を構成するうちの
一の組織に所属していればよろしいでしょう
か。管理技術者と建築（意匠）主任技術者は、
JV を構成する企業に所属していれば、それぞ
れ別々の企業に所属していてもよろしいでしょ
うか。

・JVでの参加はできません。

設計共同体（JV）での参加は可能でしょうか。
可能な場合、代表構成員を除く構成員の令和7
年度建設コンサルタント等業務入札参加資格者
名簿の一級建築設計への登録が、参加表明書の
提出期限までに登録が間に合わない場合、企画
提案書の提出期限までの登録でも可能でしょう
か。

・JVでの参加はできません。

設計共同体（JV）で参加する場合、協定書等の
提出書類が別途必要でしょうか。

・JVでの参加はできません。

様式第5号（管理技術者の業務実績等）及び様
式第7号（建築（意匠）主任技術者の業務実績
等）の添付書類について、様式第3号と同様に
契約書の写し又はパンフレット等のみでよいと
理解してよいでしょうか。

・契約書の写し、またはパンフレット等のみの
添付でも問題ありません。

実施要領7(1)において、参加表明書は紙媒体3
部の提出とされていますが、添付書類（一級建
築士事務所登録の写し、資格免許証の写し、業
務実績証明書類、納税証明書、印鑑証明書、商
業登記簿謄本、財務諸表等）についても各3部
の提出が必要でしょうか。

・実施要領7(1)提出書類に定めるア～ソについ
て各3部のご提出が必要です。
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設計共同体（JV）で参加する場合、実施要領
7(1)シからソまでの添付書類（納税証明書、印
鑑証明書、商業登記簿謄本、財務諸表）は、全
構成員がそれぞれ提出する必要があるでしょう
か。

・JVでの参加はできません。

企画提案書の作成にあたり、基本計画書及び敷
地図（CADデータ含む）等が必要になります
が、資料は配布いただけるでしょうか。配布が
ある場合、その時期をご教示ください。

・道の駅あらいリニューアル基本計画(案)をご
参照願います。本プロポーザル募集ページに添
付しております。

協力事務所は令和7年度建設コンサルタント等
業務入札参加資格者名簿の一級建築設計への登
録が必要でしょうか。
協力事務所は主任技術者になれるでしょうか。

・協力事務所の令和7年度建設コンサルタント
等業務入札参加資格者名簿の一級建築設計への
登録は不要です。
・協力事務所の技術者を建築（意匠）主任技術
者以外の主任技術者に配置することは可としま
す。

様式2-1号には、協力事務所の人数も記載して
よいでしょうか。

・様式2-1号は、協力事務所の人数は記載せ
ず、参加表明事業者様の人数のみをご記入くだ
さい

様式第5号及び第7号は記載内容に応じて枠を変
更してよいでしょうか。また備考は削除しても
よいでしょうか。

・様式第5号及び第7号について、記載内容に応
じて枠を変更いただいても問題ありません。
・備考を削除いただいてもかまいません。


